
別表

１．介護福祉施設サービス費

　指定介護老人福祉施設　介護報酬告示額

＊

☆以下の加算については算定要件が満たされ、実施した場合、加算される介護サービス費

※ 介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年６月～）

1,280 2,560 3,840

1,360 2,040
（1,560） （2,340）

配置医師緊急時対応加算

若年性認知症入所者受入加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

12

680
（780）

460単位

400単位

325単位

退所前連携加算

指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム双葉苑 　利用料金表

120単位

90単位

6単位

460単位

１１単位

20単位

246単位

560単位在宅サービスを利用した時の費用

加算名

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

生活機能向上連携加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

栄養マネジメント強化加算

安全対策体制加算

初期加算

退所前訪問相談援助加算

退所後訪問相談援助加算

退所時相談援助加算

50単位

100単位

療養食加算

看取り介護加算Ⅰ又はⅡ

※（）内はⅡの場合

650単位

外泊時費用

732 791 791 1,582

802

22 4 8 13

871

1,436

930 930

589 648 648 1,296

659 718 718

（1,580） （3160） （4,740）

1,944

サービス提供
体制強化加算

Ⅰ

夜勤職員配置
加算Ⅰ-ロ

個別機能訓練
加算Ⅰ

合　計
単位数(単位） １割 ２割

2,790

861 861 1,722

サービス提供体制強化加算Ⅰに代わり日常生活継続支援加算（36単位/日）が加算されることがあります。

介護度

要介護１

要介護２

要介護３

1日あたり負担額（円）
３割

150

144（144）単位

72（72）単位

680（780）単位

650 975

/月

/日

2,154

200 300

2,373

2,583

33

100

/日 30 60 90

144 216

288 432

/月

/回

/回

/回

/回

/回

/日

/日

/日

/日

50

500

/入所時
　1回

1月の介護サービス総単位数に14.0％を乗じた単位数

11 22

20 40 60

/日

死亡日以前31日以上45日以下
72

144
死亡日以前4日以上30日以下

492

/日

738

560 1,120 1,680

死亡日
/日

死亡日前日及び前々日

1,280（1,580）単位

500単位

360

1,300単位

/回（時間外）

/回（早朝・夜間）

/回（深夜）

325
650

270

6 12 18

1,300 1,950
1,300 2,600 3,900

120

1,200

1,000 1,500

460 920 1,380

460 920 1,380

介護
サービス費Ⅱ

看護体制
加算Ⅰ-ロ

看護体制
加算Ⅱ－ロ

30単位

400 800

90 180

240

246

単位数(単位）

/月

要介護４

要介護５

負担額（円）
１割 ２割 ３割

100

1,860



２．食費・居住費

＊ 介護保険負担限度額認定証の発行を受け、提示された方は、認定証に記載された食費・居住費の金額の負担になります。

＊ 入院・外泊時に居室を確保しておく場合にも料金をいただきます。減免対象者（第1～3段階）の方は外泊時費用算定時は負担限度額の

居住費を、それ以外の期間は基準基準額/日の負担になります。

＊ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、入所者負担額を変更いたします。

＊ 居住費につきましては、60円／日増（令和6年8月～）

３．特別なサービスの費用
☆以下の別途料金については対象の方のみです。
■理容・美容代

外部より理容・美容師を派遣した場合（カラーやパーマなどは別途料金になります。） 円／回

■電気使用料金(居室にて電気製品を使用した場合) １～２台 ／日
3台以上 ／日

50円
80円

300円0円

370円

1日あたり負担額
合計

2,355円855円第４段階

300円

第２段階

区分 食費

第３段階② 1,360円

390円

基準費用額 1,500円

1,730円370円

第３段階① 650円

第1段階

居住費/多床室

370円

760円

1020円

1,500


